
　２か月に１回支給される年金等の金額は、保険料等が控除される前の金額に対し２で
割った額を算出の上、記入してください。

◆記入例の場合
　２か月に１回、障害年金の支給を受けており、８月117,000円、10月117,000円が支給さ
れた。
　・７月、８月の欄
　　８月に受け取った117,000円÷２＝58,500円
　・９月、10月の欄
　　10月に受け取った117,000円÷２＝58,500円

　様式２－２　記入例（表面）

複数月の分がまとめて支給される手当等は、１か月当たりの金額を算出の上、記入してく
ださい。

◆児童手当の場合
　４か月分がまとめて支給されるため、10月の支給額を４で割った額を７～10月分の欄に
便宜的に記入。
◆児童扶養手当の場合
　２か月分がまとめて支給されるため、７月の支給額を２で割った額を７～８月分の欄、
９月の支給額を２で割った額を９～10月分の欄に便宜的に記入。

◆記入例の場合
　10月に児童手当80,000円が支給されたため、１か月当たり20,000円を７～10月分の欄に
記入。

　生活保護費、児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当などの公的扶助や、老齢年
金、障害年金、遺族年金などの年金、養育費等について、様式１（特別奨学金申請書）の
世帯構成欄に記載した方全員の分をお書きください。
　※シャープペンシル、消せるボールペンは使用しないでください。



　札幌市から支給されている公的扶助については、各区役所の支給担当職員から確認を受
けてください。

　様式２－２　記入例（裏面）


